
お悩みやご不安がある方はひとりで抱え込まずに
ご相談ください ! 相談者の状況に応じて食料品や日用品を提供します。

※2 福井市の生活困窮世帯の子どもの学習支援の相談窓口は、こども政策課 女性支援室　0776-20-5140
※3 大野市の生活困窮世帯の子どもの学習支援の相談窓口は、こども支援課 　0779-64-5533
※4 勝山市の生活困窮世帯の子どもの学習支援の相談窓口は、こども課 　0779-88-8771
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相談員があなたの抱えてい
る悩みを広く伺います。
相談内容に応じて食料品や
日用品を提供します。

困っていることを相談
員と話し合い、自立に
向けた目標や支援プラ
ンを一緒に作ります。

支援プランに
基づいて各種支援が
行われます。

収入が大きく減少し、住居を失った方、または失う恐れのあ
る方で、家計の改善のために家賃が安い住宅に転居する必要
があると認められる場合には、転居費用の一部を支給します。

離職・廃業などにより住居を失った方、または失う恐れの
高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、
一定期間、家賃相当額を支給します。

「社会との関わりに不安がある」、「ほかの人とコミュニケー
ションがうまくとれない」など、直ぐに就労することが心
配な方に、就労訓練や体験の機会を提供し、就労に向けた
準備を支援します。

家計状況の問題を整理し、相談者自ら家計を管理していけ
るように、状況に応じた支援計画の作成や、債務の相談な
どを行います。

生活困窮者世帯等の子どもの学習支援を始め、日常的な生
活習慣、仲間と出会い活動できる居場所づくり、進学に関
する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子ども
と保護者の双方に必要な支援を行います。

住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居
形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供しながら、
先の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。

※支援内容は相談窓口にお問い合わせください。

解決後も
支援員が一定期間
サポートします。

まずは
相談窓口へ

支援
プラン作成 支援開始 問題解決

相談から支援までの流れ〈相談無料・秘密厳守〉

仕事や生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせ
た支援プランを作成し、専門の相談員があなたに寄り添いながら、ほかの専門機関と連携して、解決
に向けた支援をします。相談者の状況に応じて食料品や日用品を提供します。

等をサポートします

住まい
のこと

生活費
のこと

子どもの学習
のこと

仕事
のこと

住居確保給付金

居住支援事業

就労準備支援事業

家計改善支援事業

子どもの学習・
生活支援事業

※上限があります
※支給要件あります

家計の立て直しを助言し、
支援します。

緊急的に住まいが必要な方に
衣食住を提供します。

家賃相当額の支給

転居費用の補助


